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地域密着型サービス外部評価の臨時的な取扱いについて（依頼） 

 

平素より、本県の介護保険行政にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。  

地域密着型サービス外部評価の実施について、別添の厚生労働省 Q＆A（令和２年２月２８日付事務連

絡）において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、事業所や地域の実情を勘案し、柔

軟に取り扱って差し支えないと示されています。 

本県でも、新型コロナウイルス感染症が拡大している実情を踏まえ、地域密着型サービス外部評価につ

いて、下記のとおり取り扱って差し支えないものとします。 

つきましては、貴機関におかれましても、事業所への訪問調査についての臨時的な取扱いに御理解、御

協力をお願いいたします。  

なお、本件について、各市町村にも同内容の依頼をしていること、下記ホームページにより各事業所に

周知していることを申し添えます。 

 

【奈良県介護保険課ホームページ：地域密着型サービスの外部評価について】 

http://www.pref.nara.jp/item/100396.htm#itemid100396 

 

 

記 

１ 実施方法について 

地域密着型サービス外部評価の訪問調査は原則として例年通り実施する。ただし、新型コロナウイルス

感染症拡大防止の観点から、事業所が希望する場合は、代替措置により対応しても差し支えない。代替措

置としては、文書、写真、動画、電話、テレビ電話等を組み合わせて活用し、事業所を訪問する場合と同

内容の調査を行うことを想定している。 

 

２ 実施時期について 

令和２年度の訪問調査について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、事業所が希望する場

合は、実施時期を延期しても差し支えない。ただし、原則として令和３年３月末日までに実施することと

する。 
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